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長野県における緊急事態宣言の解除等を受けた新型インフルエンザ等対策 

特別措置法第 24 条第 9 項に基づく感染防止策の徹底等について（要請） 

 

 平素、本会の運営に際し、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症対策について、政府対策本部長は 5 月 14 日

に、本県を含む 39 件の緊急事態宣言を解除しました。 

 しかしながら、引き続き緊急事態宣言が発令されている 8 都道府県において

は、減少傾向は見られるものの、相当数の新規感染者が発生しており、未だに県

外からの感染リスクは低下しておりません。 

 こうした状況を踏まえ、改めて法第 24 条 9 項に基づき、特定警戒都道府県へ

の移動及び往来の自粛を要請するとともに、施設に対する適切な感染防止策の

徹底を要請すること等を決定した旨、新型コロナウイルス感染症長野県対策本

部長から要請がありましたので、お知らせいたします。 

 つきましては、貴会会員に対し、要請内容についてご周知いただきますよう、

ご協力をお願いいたします。 
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